
 
 
 

 
 
 
 

 令和７度のＰＴＡ活動が始まりました
 　４月２０日（土）に、今年度初めての授業参観と学級懇談会を行いました。お忙しい中、 

たくさんの保護者の皆様にご参加いただき、ありがとうございました。今年度も、学校と家庭・地域が連
携を図りながら、教育活動を進めて参りたいと考えております。ご支援・ご協力をお願いいたします。 

　　令和７年度ＰＴＡ役員（総務委員）の紹介（敬称略）

 会 長  小泉　真知子　  １学年教養委員長  長峰　喜美

 副会長  浅野　絵美　　荒木　大輔  ２学年教養委員長  田中　千恵子
 藤井　里美　　大内　達也（学校）

 ３学年教養委員長  黒沢　奈保子
 書 記  吉村　千晴 

 井上　敬悟（学校）　照井　哲律（学校）  ４学年教養委員長  岩瀬　美香

 会 計  菊池　めぐみ　　捧　朋恵（学校）  ５学年教養委員長  関根　友香

 会計監査  小野瀬　征也　　石川　智史  ６学年教養委員長  渡邉　紗織

 校外指導委員  牧野　美紀  広報委員  後藤　華代子

 環境保健委員  井上　留実子  交通安全母の会  島田  友子

　　　令和６年度の役員（委員）の皆様、高野小学校の教育活動の発展にご尽力いただきありがとうござい 
    ました。今年度の役員（委員）の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 
 

 お知らせとお願い
   登校時刻・送迎について

　朝、昇降口の開錠時刻は７時４５分です。時間に合わせて登校してください。 
　送迎のために学校敷地内に車を乗り入れることは、登下校中の児童と交錯し、危険なためご遠慮くだ
さい。けがや病気、学区外からの通学等、やむを得ない事情がある場合は、担任にご相談ください。 

   学校と家庭の連絡について

　欠席等については、ホーム＆スクールでご連絡ください。担任は、朝は連絡の確認のみ行い、放課後
に返事や連絡をいたします。 
　学校において、肩から上のけががあった場合には、安全面を重視し、すぐにご家庭に連絡いたします。
特に、頭部に関しては、こぶなどの症状がなくてもご連絡いたします。 

 
  「いじめ防止」に向けた取組について

　茨城県では、子どもたちが安心して楽しく学校生活を送れるよう、学校内外を問わずいじめがなくな
ることを目指し、「茨城県いじめの根絶を目指す条例」を制定しています。本校でも国や県、市の方針を
踏まえ、「高野小学校いじめ防止基本方針」を策定し、いじめゼロを目指しています。 
　いじめは、いつでもどんな場面でも起こり得るものです。児童が安心・安全な学校生活を送れるよう、
そして、児童の思いやりの心が育まれるよう、いじめの未然防止と対策を行ってまいりますので、ご協
力をお願いします。お子様のことで気になることがありましたら、担任にご相談ください。 

   虐待の通告義務について

　児童虐待防止法により、児童虐待の疑いがある場合には、学校は児童相談所等に通告することが義務
付けられています。児童から相談や訴えがあった場合や、傷・あざ等の外傷が確認された場合は、家庭
への連絡前に通告をいたします。ご了承ください。 
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  主な行事予定

  

１日（木） 合同引渡訓練 ２日（月） 水泳（3年）
２日（金） ６時間授業開始　家庭確認予備日 ５日（木） 委員会活動

６日（金） 水泳（1･5年）
９日（月） 交通安全教室（4年2クラス）

11日（水） 水泳（2･1･4年）
12日（木） 水泳（2･5年）

８日（木） クラブ活動 16日（月） 水泳（4･6年）
17日（火） 手話教室（4年）

12日（月） 尿検査 18日（水） 尿検査2次
15日（木） 委員会活動 20日（金） 水泳（2･1･6年）
19日（月） 水泳（5年） 23日（月） 交通安全教室（4年2クラス）
21日（水） 運動会予行 24日（火） 学校公開②･③校時
24日（土） 令和７年度運動会 25日（水） 水泳（5･4年） 

26日（木） クラブ活動
28日（水） 水泳（3･6年）
29日（木） 水泳（1･2･4年） 交通安全教室（3･5･6年）
30日（金） 第1回学校運営協議会 交通安全教室（1･2年）

 

 高野小スケッチ

4/8 第54回入学式 4/10 第１回避難訓練 4/16 1年生を迎える会

　５月１日(木)に行われました引き渡し訓練にご協力
をいただきありがとうございました。前例のない自家
用車乗り入れによる引き渡し訓練でしたが、保護者の
皆様のご理解のもと、多数ご参加いただき、安全な引
き渡し計画について検証することができました。地震
や火災など、学校施設が損壊している場合には、徒歩
で来校いただく引き渡しを、原子力災害や凶悪事件犯
が逃走中である時、落雷や竜巻など特別な場合には、今回の計画をもとに自家用車乗り入れの
引き渡しを行うことを想定しております。 
　今回改めて、引き渡し訓練に対する保護者の皆様の姿から、危機管理への関心の高さを強く
感じました。その想いに応えることができるよう、今後も「安心・安全な学校」に向け教職員

全員で取り組んでまいります。　


